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各
区
・
各
自
治
会
対
象
の

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
開
催

　

市
で
は
、
区
ま
た
は
自
治
会
か
ら
の

ご
要
望
に
よ
り
、
地
区
単
位
で
の
タ
ウ

ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
開
催
し
ま
す
。

 

こ
の
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
は
、
市

長
が
み
な
さ
ん
と
直
接
お
会
い
し
、
市

の
主
要
事
業
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
ま

す
。
ま
た
、
市
へ
の
ご
意
見
・
ご
要
望

を
お
伺
い
し
、
市
や
地
域
の
課
題
を
把

握
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
今
後

の
市
政
運
営
に
生
か
し
て
い
き
ま
す
。

と
こ
ろ　

区
ま
た
は
自
治
会
の
指
定
す

る
場
所

申
込
み　

希
望
日
の
1
か
月
前
ま
で

※
お
お
む
ね
10
人
以
上
の
参
加
を
お
願

い
し
ま
す
。
日
程
な
ど
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
調
整
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

問
合
せ　

秘
書
室　

内
線
2
2
2
・


（
43
）7
0
8
8

不
動
産
無
料
相
談
室

と
き　

5
月
10
日（
火
）・
6
月
7
日

（
火
）午
後
1
時
～
4
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
1
階
第
5

会
議
室

内
容　

不
動
産
取
引
に
つ
い
て
の
困
り

ご
と
、
分
か
ら
な
い
こ
と
な
ど

問
合
せ　

（
社
）埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引

　

業
協
会
埼
葛
支
部
☎（
31
）1
1
5
7

建

築

無

料

相

談

室

と
き　

5
月
10
日（
火
）・
6
月
7
日

（
火
）午
後
1
時
～
4
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
1
階
第
5

会
議
室

内
容　

建
築
物
の
新
築
・
増
築
・
改
築
・

リ
フ
ォ
ー
ム
・
耐
震
相
談
な
ど

問
合
せ　

建
設
埼
玉
埼
葛
幸
手
支
部
☎

（
48
）0
2
7
5

　

埼
玉
土
建
久
喜
幸
手
支
部
☎（
59
）

3
8
1
2

　

（
社
）埼
玉
建
築
士
会
杉
戸
支
部
・
幸

手
部
会
☎（
48
）0
8
7
5

行
政
書
士
無
料
相
談
会

と
き　

5
月
17
日（
火
）
午
後
1
時
30

分
～
4
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
2
階
第
2

会
議
室

内
容　

相
続
、
遺
言
、
生
前
贈
与
、
金

銭
貸
借
な
ど
の
問
題
、
会
社
設
立
、

農
地
転
用
、
交
通
事
故
示
談
、
外

国
人
に
関
す
る
手
続
き
な
ど

問
合
せ　

埼
玉
県
行
政
書
士
会
春
日
部

支
部
☎
0
4
8（
7
3
7
）5
6
1
5

既
卒
３
年
以
内
の
方
対
象

就

職

面

接

会

と
き　

6
月
15
日（
水
）午
後
1
時
～
4

時（
受
付
け
は
0
時
30
分
か
ら
）

と
こ
ろ　

大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
（
さ

い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
1
‐
7
）

対
象　

高
校
、
専
門
学
校
、
高
専
、
短

大
、
大
学（
院
）
な
ど
卒
業
後
、
お

お
む
ね
3
年
以
内
の
人

持
ち
物　

履
歴
書
複
数
枚
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
人
）

参
加
企
業　

80
社
予
定

※
5
月
中
旬
に
大
卒
Ｗ
Ｅ
Ｂ（http://

job.gakusei.go.jp

）に
掲
載

今

月

の

納

税

な

ど

軽
自
動
車
税　

全
期

固
定
資
産
税（
都
市
計
画
税
含
む
）

　

全
期
お
よ
び
1
期

※
納
期
限
ま
で
に
忘
れ
ず
に
納
め
ま

し
ょ
う
。
口
座
振
替
の
人
は
、
残

高
不
足
な
ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
休
日
納
税
相
談

と
き　

5
月
29
日（
日
）午
前
8
時
30
分
～

午
後
5
時

と
こ
ろ　

納
税
課

▼
夜
間
納
税
相
談

と
き　

5
月
10
日（
火
）午
後
5
時
15
分
～

9
時

と
こ
ろ　

納
税
課

最
終
日
曜
日
市
役
所
開
庁

　

各
種
証
明
書
の
交
付
や
納
税
相
談
な

ど
を
行
う
た
め
、
毎
月
最
終
日
曜
日
午

前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
、
市
役
所
の

一
部
を
開
庁
し
ま
す
。
5
月
は
29
日

（
日
）で
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

開
庁
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金
課
、

税
務
課
、
納
税
課

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
各
担
当
課
へ

上
下
水
道
料
金
納
入
の
た
め

夜

間

窓

口

開

庁

　

毎
月
、
夜
間（
午
後
8
時
ま
で
）に
上

下
水
道
料
金
を
納
入
で
き
る
よ
う
第
2

浄
水
場
を
開
庁
し
て
い
ま
す
。
5
月
は

26
日（
木
）で
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

水
道
管
理
課
☎（
48
）0
0
5   

　

0
・
（
48
）0
1
2
0

問
合
せ　

埼
玉
新
卒
応
援
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
☎
0
4
8（
6
5
0
）2
2
3
4

し

あ

わ

せ

３

世

代

フ
ァ
ミ
リ
ー
定
住
支
援

　

3
世
代
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
形
成
と
市
内

へ
の
定
住
促
進
の
た
め
、
子
世
帯
が
市

外
か
ら
転
入
し
、
初
め
て
住
宅
を
取
得

す
る
場
合
、費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

助
成
額　

住
宅（
建
物
本
体
）取
得
価
格

の
5
％
の
金
額（
上
限
50
万
円
。
予

算
の
範
囲
内
で
先
着
順
）

※
申
請
方
法
や
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
、
ま
た
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

政
策
調
整
課　

内
線
4

 
4
 0 

1
・
（
43
）3
7
8
3

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
支
給
額
の
改
定

　

4
月
か
ら
、
支
給
額
が
改
定
さ
れ
ま

し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ　

子
育
て
支
援
課
☎（
42
）8
 4 

5
4
・
（
42
）2
1
3
0

支給月額
改定前 改定後

児童扶養手当
（児童1人）

42,000円
～9,910円

42,330円
～9,990円

特別児童扶養
手当（1級） 51,100円 51,500円

特別児童扶養
手当（2級） 34,030円 34,300円
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■
3
月
の
幸
手
市
内
の
消
防
出
動
件
数
／
救
急
車
出
動
件
数
2
3
1
件（
急
病
1
3
1
件
、
交
通
事
故
22
件
、
そ
の
ほ
か
78
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
火
災
発
生
件
数
2
件

　
火
災
と
救
急
は
1
1
9
番〔
火
災
発
生
時
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎（
42
）9
1
1
9（
幸
手
消
防
署
）〕

江
戸
川
ク
リ
ー
ン
大
作
戦

と
き　

5
月
29
日（
日
）
午
前
8
時
50

分
～
10
時（
雨
天
の
場
合
は
中
止
）

集
合　

九
郎
右
衛
門
集
会
所（
惣
新
田

2
7
8
0
‐
2
）前
の
江
戸
川
堤

清
掃
区
域　

西
関
宿
～
槙
野
地
地
区

※
ご
み
袋
は
当
日
配
布
し
ま
す
。

※
雨
天
中
止
の
場
合
は
、
午
前
7
時
に

防
災
行
政
無
線
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ　

環
境
課
☎（
48
）0
3
3
1
・

（
48
）2
2
2
6

市
営
住
宅（
幸さ

い

わ

い

だ

ん

ち

団
地
）

入

居

者

募

集

所
在
地　

中
3
‐
5
‐
36

戸
数　

2
戸（
3
Ｄ
Ｋ
）

入
居
資
格　

①
市
内
在
住
・
在
勤

　

②
同
居
す
る
親
族
が
い
る（
見
込
み

含
む
）　

③
月
収
15
万
8
0
0
0

円
以
下　

④
税
金
の
滞
納
が
な
い　

⑤
暴
力
団
員
で
は
な
い

※
現
在
、
自
己
所
有
住
宅
、
Ｕ
Ｒ
賃
貸

住
宅
、
県
営
住
宅
在
住
の
人
は
不
可

申
込
み　

5
月
10
日（
火
）～
20
日（
金
）

に
所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
建
築
指
導
課
窓
口
へ

問
合
せ　

建
築
指
導
課　

内
線
5
 7 

3
・
（
43
）7
6
5
6

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設

　

近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
、
家
庭
内
の
も

め
ご
と
、
子
ど
も
の
人
権
な
ど
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

と
き　

①
6
月
1
日（
水
）　

②
9
日

（
木
）午
前
10
時
～
午
後
3
時

と
こ
ろ　

①
市
役
所
第
二
庁
舎
1
階
第

5
会
議
室　

②
2
階
第
1
会
議
室

相
談　

人
権
擁
護
委
員

問
合
せ　

人
権
推
進
課　

内
線
1
 6 

2
・
（
44
）0
2
5
7

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

活

動

強

化

週

間

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動
の
普

及
・
啓
発
の
た
め
、
つ
ぎ
の
期
間
に
地

域
住
民
宅
を
訪
問
し
ま
す
。

と
き　

5
月
12
日（
木
）
～
18
日（
水
）

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）8
4
3

　

5
・
（
43
）5
6
0
0

幸
手
駅
構
内
物
産
陳
列
所

展

示

希

望

者

募

集

と
き　

5
月
9
日（
月
）
～
20
日（
金
）

対
象　

市
内
事
業
者

使
用
料　

1
8
0
0
円
／
年（
後
日
納
付
）

申
込
み　

商
工
観
光
課
で
配
布
す
る
申

込
用
紙
を
提
出

問
合
せ　

商
工
観
光
課　

内
線
5
9
4
・

（
43
）1
1
2
3

住
民
税
決
定
証
明
書
の
交
付

　

平
成
28
年
度
の
住
民
税
決
定
証
明

書
、
所
得
証
明
書
、
非
課
税
証
明
書
は
、

6
月
7
日（
火
）か
ら
取
得
で
き
ま
す
。

※
た
だ
し
、
住
民
税
額
の
全
額
が
給
与

天
引
き
の
人
に
限
り
、
5
月
10
日

（
火
）か
ら
取
得
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課　

内
線
1
3
4
・


（
43
）1
1
2
5

農
用
地
区
域
か
ら
の

除
外
申
請
に
つ
い
て

　

農
業
振
興
地
域
内
の
農
用
地
区
域
に

な
っ
て
い
る
土
地
で
、
農
家
住
宅
や
子

弟
住
宅
な
ど
の
建
築
を
計
画
し
て
い
る

人
は
、
法
律
で
許
可
さ
れ
る
よ
う
な
農

地
転
用
に
限
り
、
農
用
地
区
域
か
ら
除

外
し
、農
地
転
用
の
申
請
が
で
き
ま
す
。

期
間　

6
月
6
日（
月
）
～
17
日（
金
）

※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く

申
請
場
所　

農
業
振
興
課

※
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
事
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

農
業
振
興
課　

内
線
5
 3 

2
・
（
43
）1
1
2
3

建
築
指
導
課
か
ら
お
知
ら
せ

▼
建
築
後
退
用
地
の
買
取
り

　

市
街
化
区
域
で
建
築
物
を
新
築
・
増

築
す
る
場
合
、
道
路
の
中
心
か
ら
2
ｍ

後
退
し
た
土
地（
建
築
後
退
用
地
）の
買

取
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
木
造
住
宅
耐
震
補
助

　

昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
建
築
確

認
を
取
得
し
建
築
し
た
木
造
一
戸
建
て

の
住
宅
な
ど
の
耐
震
診
断
や
耐
震
改
修

工
事
を
対
象
に
補
助
を
行
い
ま
す
。

※
買
取
り
要
件
や
補
助
要
件
な
ど
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

建
築
指
導
課　

内
線
5
7
2
・

　
（
43
）7
6
5
6

経
済
セ
ン
サ
ス
‐
活
動
調
査

　

総
務
省
と
経
済
産
業
省
で
は
、
6
月

1
日
現
在
で
、
全
て
の
事
業
所
・
企
業

を
対
象
に
経
済
セ
ン
サ
ス
‐
活
動
調
査

を
実
施
し
ま
す
。

　

調
査
票
は
、
5
月
末
ま
で
に
お
届
け

し
ま
す
の
で
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

政
策
調
整
課　

内
線
6
 8 

3
・
（
43
）1
1
2
2

文
芸
幸
手
作
品
募
集

種
目　

短
歌
、
川
柳
、
俳
句
、
詩
、
随
筆
、

写
真
、
幼
・
小
・
中
学
生
の
作
品
な
ど

応
募
期
限　

6
月
30
日（
木
）消
印
有
効

応
募
方
法　

自
作
未
発
表
の
も
の
を
規

定
の
原
稿
用
紙
に
記
入
の
上
、
幸
手

文
芸
誌
刊
行
委
員
会（
〒
3
4
0
‐

0
1
9
2
幸
手
市
東
4
‐
6
‐
8
幸

手
市
役
所
社
会
教
育
課
内
）へ
郵
送

※
募
集
要
項
・
原
稿
用
紙
は
、
社
会
教

育
課
、
中
央
公
民
館
で
配
布

問
合
せ　

幸
手
文
芸
誌
刊
行
委
員
会　

中
村
さ
ん
☎（
43
）1
3
2
0

優

良

運

転

者

表

彰

対
象　

①
市
内
在
住
の
幸
手
地
方
交
通

　

安
全
協
会
員　

②
前
回
表
彰
か
ら
5

年
以
上
経
過
し
た
人　

③
過
去
に

同
等
の
表
彰
を
受
け
て
い
な
い
人

申
込
み　

5
月
2
日（
月
）～
31
日（
火
）

に
無
事
故
・
無
違
反
証
明
交
付
申

請
手
数
料
6
3
0
円
と
印
鑑
、
運

転
免
許
証
、
協
会
会
員
証
を
持
参

※
土
曜
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く

問
合
せ　

幸
手
地
方
交
通
安
全
協
会

事
務
局（
幸
手
警
察
署
内
）☎（
42
）

2
3
0
0

司
法
書
士
・
土
地
家
屋
調
査
士

合

同

登

記

相

談

会

と
き　

5
月
19
日（
木
）
午
後
1
時
30

分
～
4
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
2
階
第
2

会
議
室

内
容　

遺
産
分
割
、
遺
言
、
相
続
、
分

筆
、
地
目
変
更
な
ど

問
合
せ　

埼
玉
司
法
書
士
会
埼
葛
支
部

☎（
25
）1
2
7
1

　

埼
玉
土
地
家
屋
調
査
士
会
埼
葛
支
部

☎（
85
）6
8
6
8

武

道

館

柔

道

場

無

料

開

放

月

間

と
き　

5
月
の
毎
週
火
曜
日
、
5
月
5

日（
祝
）午
前
10
時
～
午
後
3
時

と
こ
ろ　

武
道
館
1
階
柔
道
場

対
象　

0
歳
児
～
小
学
生（
小
学
校
2

年
生
以
下
は
要
保
護
者
同
伴
）

定
員　

20
人（
事
前
申
込
み
不
要
）

問
合
せ　

武
道
館
☎
・
（
43
）0
1
9
0


